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埼玉県立三郷北高等学校 会計年度任用職員（部活動指導員）募集要項 

 

 次のとおり会計年度任用職員を募集します。 

 

１ 職務内容                                                   

  部活動指導員として、配置校の校長の指揮監督の下、部活動における次の業務を行う。 

  業務を行うに当たっては、顧問の教諭等との連携を図るものとする。 

 ⑴ 硬式野球部・男子バスケットボール部の実技指導 

 ⑵ 安全・障害予防に関する知識・技能の指導 

 ⑶ 学校外での活動（大会・コンクール・練習試合等）の引率 

 ⑷ 用具・施設の点検・管理 

 ⑸ 部活動の管理運営（会計管理等） 

 ⑹ 保護者等への連絡 

 ⑺ 年間・月間指導計画の作成 

    指導員が作成する場合は、学校教育の一環である部活動と教育課程との関連を図るた

めなど必要に応じ教諭等と連携して作成し、校長の承認を得ること。 

 ⑻ 生徒指導に係る対応 

    指導員は、部活動中、日常的な生徒指導に係る対応を行うこと。いじめや暴力行為等の

事案が発生した場合等には、速やかに教諭等に連絡し、教諭等とともに学校として組織的

に対応を行うこと。 

 ⑼ 事故が発生した場合の現場対応 

    指導員は、事故が発生した場合は、応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送、保

護者への連絡等を行い、必ず教諭等へ報告すること。特に、重大な事故が発生した場合に

は、学校全体で協力して対応する必要があるため、直ちに教諭等に連絡すること。  

  

２ 応募資格                                                   

 ⑴ 年齢は満２０歳以上の者とする。性別・学歴は問いません。 

 ⑵ 国籍は問いません。ただし、採用時に当該職務に従事可能な在留資格がない場合には

採用されません。 

 ⑶ 欠格事由 

    以下ア～オのいずれかに該当する者は、会計年度任用職員となり、又は選考を受けるこ

とができません。 

   ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

 

   イ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し



 

2 

 

ない者 

   ウ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第５章に規定する罪

を犯し、刑に処せられた者 

   エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

   オ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者（心神耗弱を

原因とするもの以外） 

   カ 特定性犯罪事実該当者でない者 

 

３ 求める人材                                                   

 ⑴ 本校の教育目標等を理解している者。 

 ⑵ 本校の部活動に係る活動方針を遵守することができる者。 

 ⑶ 部活動が学校教育の一環として実施されていること、学校と地域との関係及びその他学

校を取り巻く環境等、学校教育に関する十分な理解を有する者。 

 ⑷ 当該部活動に関する専門的な知識及び技能を有し、指導員として指導が可能と認められ

る者。 

 ⑸ 中学校もしくは高等学校の部活動又は地域のスポーツや文化活動等において指導した経

験を有する者。 

 

４ 採用予定者数                                               

  ２人（硬式野球部 1名・男子バスケットボール部 1名） 

  ※ 最終合格者は県教育委員会が決定しますので、この公募が必ず採用を約束するもので

はありません。 

 

５ 勤務条件                                                  

⑴  任用期間 

   令和８年４月１日から令和９年２月２８日まで 

    ※ ただし、採用日から１か月（１か月の勤務日数が１５日に満たない場合には、勤務日

数が１５日に達するまで）は条件付採用（試用期間）となります。 

 ⑵ 勤務日数・勤務時間等 

   ・ 勤務日数：週５日以内 

   ・ １日の勤務時間：平日２時間程度、学校の休業日３時間程度とします。また、運動部に

おいては月当たり４０時間以内、文化部においては月当たり３５時間以内とします。この他、

大会等で勤務時間が変更になる場合があります。 

   ・ 県教育委員会が任用する非常勤講師である場合については、合わせた勤務時間を週２

０時間未満とします。 

   ※ 勤務日については応相談。 
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 ⑶ 休暇 

   あり。その他は県の規定によります。 

 ⑷ 報酬 

   報酬は学歴・経験を考慮するとともに、令和８年度予算が成立後決定します。 

   ※ 参考（令和７年度） 

     日額：（２時間）３，０５０円～３，２３０円、（３時間）４，５７０円～４，８４０円 

       この他、大会等で勤務時間を変更する場合は、その時間に応じて支払います。 

       ただし、１日の勤務時間は７．７５時間を上限とします。 

 ⑸ 諸手当 

   期末・勤勉手当（年２回：６月・１２月） 

   報酬月額に期別支給割合及び在職期間別割合を乗じて得た額 

   ※ 原則は、任期が６月以上で、基準日（６月 1 日、１２月１日）に在職している場合、支給

対象となります。 

 ⑹ 交通費 

   別途支給します。（県の規定によります。） 

   ※ 通勤距離の片道が２km未満の場合等には支給されません。 

 ⑺ 社会保険 

   健康保険（共済短期給付等）、厚生年金保険、雇用保険、労災保険あり 

   ※ 加入条件を満たす場合に限ります。 

 ⑻ 勤務地 

  埼玉県三郷市大広戸８０８ 

 ⑼ その他 

   県教育委員会の会計年度任用職員としての身分を有します。会計年度任用職員は地方

公務員法の規定が適用され、違反した場合には、懲戒処分、分限、失職等の対象になる可

能性があります。 

    服務の根本基準、服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失 

    墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治行為の制限、争議行為等 

    の禁止、営利企業への従事等の制限（フルタイムに限る） 

 ※ 「５ 勤務条件」については、採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、そ

の定めるところにより変更します。 

 ※ 令和８年度予算の成立状況等によっては、勤務条件の変更や、任用の募集がなくなる場

合があります。 

 

６ 応募について                                                

 ⑴ 応募は、令和８年２月２４日（火曜日）【必着】までに下記担当宛てに、履歴書（市販（ＪＩＳ規

格）のものを使用し、顔写真（３か月以内に撮影したもの）を貼付する）を提出してください。 

 ⑵ 提出は、郵送又は持参となります。 

 ⑶ 封筒の表面には「会計年度任用職員（部活動指導員）応募」と朱書きし、裏面に御自分の

住所、氏名を明記してください。 
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 ⑷ 郵送される場合、簡易書留等によらない場合の事故については、責任を負いません。 

 ⑸ 選考結果通知用の封筒として、長３（120 ㎜×235 ㎜）封筒に１１０円切手を貼り、あらか

じめ御自分の住所・氏名を記入したものを、履歴書とともに提出してください。 

 ⑹ 持参される場合の受付時間は、平日午前９時００分から正午、午後１時３０分から午後４

時３０分までです。  

 

７ 選考方法等について                                            

 ⑴ 第一次審査 

    応募書類による選考を行います。第一次審査の応募者全員に、令和８年２月２５日まで

に連絡をします。 

 ⑵ 第二次審査 

    第二次審査（面接）は、校内の会場で令和８年２月下旬に実施することを予定しておりま

す。日時及び場所については、令和８年２月下旬に連絡します。第二次審査合格者を県教

育委員会に推薦します。 

    なお、応募書類の返却はしません。 

⑵  最終合格 

   令和８年３月上旬を目安に、第二次審査の応募者全員に連絡します。 

 

８ 応募書類の提出及び問い合わせ先                                   

  埼玉県三郷市大広戸８０８ 

  電話 ０４８－９５２－０１５１ ( 担当 教頭 近藤 新也) 


